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1 策定体制・策定の経過

（１）策定体制

　　「成年後見制度利用促進に関する懇談会」

　　　 　名古屋市における成年後見制度の一層の利用促進に活用するため、成年後見

制度に関する有識者の意見を聴取する場

（２）策定の経過

時期 内容

平
成
30
年

平成 30 年 6 月 11 日
【平成 30 年度第 1 回懇談会】

　成年後見制度の利用促進について

平成 30 年 8 月 28 日

【平成 30 年度第 2 回懇談会】

　成年後見制度実態調査の実施について

　・アンケート（案）

　中核機関等が担うべき具体的機能について

　・広報機能

　・相談機能

平成 30 年 9 月 14 日～

11 月 2 日

支援者向け、家族向け、受任者向けの 3 つのアンケー

トを実施

平成 30 年 12 月 18 日

【平成 30 年度第 3 回懇談会】

　成年後見制度実態調査について

　・アンケート調査 実施結果（速報）

　中核機関等が担うべき具体的機能について

　・成年後見利用促進機能

平成 31 年 3 月 25 日

【平成 30 年度第 4 回懇談会】

　中核機関等が担うべき具体的機能について

　・後見人支援機能

　・地域連携ネットワークの仕組み

　 成年後見制度利用促進基本計画の骨子（案）につ

いて

令
和
元
年
度

令和元年 6 月 10 日
【令和元年度第 1 回懇談会】

　成年後見制度利用促進計画の素案について

令和元年 9 月 10 日
【令和元年度第 2 回懇談会】

　成年後見制度利用促進計画（案）について

令和 2 年 1 月～ 2 月 パブリックコメントによる意見募集

※令和２年３月に予定していた令和元年度第３回懇談会は中止
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計画策定にあたり、本市における成年後見制度のニーズや課題等を把握するため、

関係者向けに調査を行いました。

支援者、家族、受任者がそれぞれの立場において、成年後見制度のニーズや課題等

をどのように捉えているかを調査するため、支援者向け、家族向け、受任者向けの 3

つのアンケートを実施しました。

実施時期 　

　平成３０年９月１４日～１１月２日 

調査対象者 　

※ 受任者向けについては、名古屋市内で後見活動を行っている専門職を特定すること

が出来ないため、各専門職団体を通じて協力可能な範囲で依頼したものであり、名

古屋市外で活動している方や後見活動を行っていない方も配布対象者に含みます。

2 アンケート結果

配布・回収状況 　

アンケート種別 配布数 回収数 回収率

支援者向け 1,520 940 61.8%

ご家族向け 1,601 549 34.3%

受任者向け※ 1,556 280 18.0%

アンケート種別 対象者

支援者向け

いきいき支援センター、居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症グループホーム
介護付有料老人ホーム、障害者基幹相談支援センター
特定相談支援事業所、障害者支援施設
病院・診療所

ご家族向け

認知症の人と家族の会愛知県支部　会員（名古屋市在住）
名古屋手をつなぐ育成会　会員
名古屋市精神障害者家族会連合会　会員
蒼の会　会員
愛知県自閉症協会・つぼみの会　会員

受任者向け
弁護士、司法書士、社会福祉士、
行政書士、税理士、社会保険労務士、
法人後見実施団体
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要綱と名簿3

成年後見制度利用促進に関する懇談会開催要綱

　（趣　　旨）

第 １条　成年後見制度に関する有識者の意見を聴取し、名古屋市における成年後見制

度の一層の利用促進に活用するため、「成年後見制度利用促進に関する懇談会」（以

下「懇談会」という。）を開催する。

　（構　　成）

第  2 条　懇談会は、次に掲げるもののうちから健康福祉局長が指名するものにより構

成する。

（1）成年後見人等の活動に関して高度な知識及び経験を有する者

（2）高齢者・障害者の相談支援に関して高度な知識及び経験を有する者

（3）福祉団体関係者

　（座　　長）

第  3 条　懇談会の座長は、構成員の互選により決定する。

2　座長は、懇談会の議事を進行する。

　（会議の公開）

第  4 条　原則として公開する。ただし、健康福祉局長が必要と認めるときは、非公開

とすることができる。

　（謝　　金）

第  5 条　懇談会への出席に対する謝金の額は、１回１１，６００円とする。

　（守秘義務）

第  6 条　構成員は、懇談会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

　（庶　　務）

第  7 条　懇談会の庶務は、健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課において処理する。

　（雑　　則）

第  8 条　この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関して必要な事項は、健康福

祉局長が定める。

 　附　　則

　 この要綱は、決裁の日から施行する。

●  189  ●

参
考
資
料

第
二
編



成年後見制度利用促進に関する懇談会委員名簿

氏名 所属

熊田　　均 愛知県弁護士会

奥村　倫子 愛知県司法書士会

宮崎　　靖 愛知県社会福祉士会　

増田ちづ子 愛知県行政書士会　

井上　　新 名古屋税理士会 ※令和元年 8 月まで

小林　直樹 名古屋税理士会 ※令和元年 9 月から

伊藤　光江 愛知県社会保険労務士会

岡田ひろみ 特定非営利活動法人蒼の会

平野　和彦 名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進部

羽田　明史 北区障害者基幹相談支援センター

近藤　芳江 名古屋市介護サービス事業者連絡研究会

小林　哲朗 愛知県医療ソーシャルワーカー協会

尾之内直美 認知症の人と家族の会愛知県支部

永田さよ子 名古屋手をつなぐ育成会

堀田　　明 名古屋市精神障害者家族会連合会

（敬称省略）

【オブザーバー】

名古屋家庭裁判所
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第一章　総則

（目的）

第一条　この法律は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産

の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会におけ

る喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれら

の者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、

成年後見制度の利用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、

及び基本方針その他の基本となる事項を定めること等により、成年後見制度の利用の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律において「成年後見人等」とは、次に掲げる者をいう。

一　成年後見人及び成年後見監督人

二　保佐人及び保佐監督人

三　補助人及び補助監督人

四　任意後見人及び任意後見監督人

２　この法律において「成年被後見人等」とは、次に掲げる者をいう。

一　成年被後見人

二　被保佐人

三　被補助人

四　任意後見契約に関する法律（平成十一年法律第百五十号）第四条第一項の規定に

より任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の委任者

３　この法律において「成年後見等実施機関」とは、自ら成年後見人等となり、又は

成年後見人等若しくはその候補者の育成及び支援等に関する活動を行う団体をいう。

４　この法律において「成年後見関連事業者」とは、介護、医療又は金融に係る事業

その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行う者をいう。

（基本理念）

第三条　成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者

と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさ

わしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われ

るとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等

の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理

念を踏まえて行われるものとする。

２　成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切

に把握すること、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を

図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、

地域における需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。

4 成年後見制度の利用の促進に関する法律
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３　成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関（法務省、厚生労働省、

総務省その他の関係行政機関をいう。以下同じ。）、地方公共団体、民間の団体等の相

互の協力及び適切な役割分担の下に、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者

の権利利益を適切かつ確実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行

われるものとする。

（国の責務）

第四条　国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、成年

後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第五条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する

施策に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた

施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（関係者の努力）

第六条　成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事業者は、基本理念に

のっとり、その業務を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する成年後見制度の

利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

（国民の努力）

第七条　国民は、成年後見制度の重要性に関する関心と理解を深めるとともに、基本

理念にのっとり、国又は地方公共団体が実施する成年後見制度の利用の促進に関する

施策に協力するよう努めるものとする。

（関係機関等の相互の連携）

第八条　国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見

関連事業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の

緊密な連携の確保に努めるものとする。

２　地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、

特に、その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関係行政機関の地方支分部

局並びにその地方公共団体の区域に所在する成年後見人等、成年後見等実施機関及び

成年後見関連事業者その他の関係者との適切な連携を図るよう、留意するものとする。

（法制上の措置等）

第九条　政府は、第十一条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制

上又は財政上の措置その他の措置を速やかに講じなければならない。この

場合において、　成年被後見人等の権利の制限に係る関係法律の改正その他

の同条に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上の措置

については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとする。
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（施策の実施の状況の公表）

第十条　政府は、毎年一回、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況を

インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

第二章　基本方針

第十一条　成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利

益の保護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施

策との有機的な連携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

一　成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応を

可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の利用を

促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずること。

二　成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差

別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検

討を加え、必要な見直しを行うこと。

三　成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困

難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方に

ついて、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を講ずること。

四　成年被後見人等の死亡後における事務が適切に処理されるよう、成年後見人等の

事務の範囲について検討を加え、必要な見直しを行うこと。

五　成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点から、

任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見制度が適切

にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その他の必要な措置を講ずること。

六　成年後見制度に関し国民の関心と理解を深めるとともに、成年後見制度がその利

用を必要とする者に十分に利用されるようにするため、国民に対する周知及び啓発の

ために必要な措置を講ずること。

七　成年後見制度の利用に係る地域住民の需要に的確に対応するため、地域における

成年後見制度の利用に係る需要の把握、地域住民に対する必要な情報の提供、相談の

実施及び助言、市町村長による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求の積極

的な活用その他の必要な措置を講ずること。

八　地域において成年後見人等となる人材を確保するため、成年後見人等又はその候

補者に対する研修の機会の確保並びに必要な情報の提供、相談の実施及び助言、成年

後見人等に対する報酬の支払の助成その他の成年後見人等又はその候補者に対する支

援の充実を図るために必要な措置を講ずること。

九　前二号の措置を有効かつ適切に実施するため、成年後見人等又はその候補者の育

成及び支援等を行う成年後見等実施機関の育成、成年後見制度の利用において成年後

見等実施機関が積極的に活用されるための仕組みの整備その他の成年後見等実施機関

の活動に対する支援のために必要な措置を講ずること。

十　成年後見人等の事務の監督並びに成年後見人等に対する相談の実施及び助

言その他の支援に係る機能を強化するため、家庭裁判所、関係行政機関及び地

方公共団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を講ずること。
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十一　家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等

実施機関及び成年後見関連事業者の相互の緊密な連携を確保するため、成年後見制度

の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を講ずること。

第三章　成年後見制度利用促進基本計画

第十二条　政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画（以下「成年後見制

度利用促進基本計画」という。）を定めなければならない。

２　成年後見制度利用促進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一　成年後見制度の利用の促進に関する目標

二　成年後見制度の利用の促進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

三　前二号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項

３　法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、成年後見制度利用促進基本計画を変更

しようとするときは、成年後見制度利用促進基本計画の変更の案につき閣議の決定を

求めなければならない。

４　法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、変更後の成年後見制度利用促進基本計画をインターネットの利用

その他適切な方法により公表しなければならない。

第四章　成年後見制度利用促進会議

第十三条　政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用

の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会

議を設けるものとする。

２　関係行政機関は、成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する者によっ

て構成する成年後見制度利用促進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、

その意見を聴くものとする。

３　成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議の庶務は、厚生

労働省において処理する。

第五章　地方公共団体の講ずる措置

（市町村の講ずる措置）

第十四条　市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域

における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよ

う努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。

２　市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関

して、基本的な事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定め

るところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
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（都道府県の講ずる措置）

第十五条　都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域

を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援

助を行うよう努めるものとする。

附　則　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、同日から起算して二

年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（検討）

第二条　認知症である高齢者、知的障害者その他医療、介護等を受けるに当たり意思

を決定することが困難な者が円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするため

の支援の在り方については、第十一条第三号の規定による検討との整合性に十分に留

意しつつ、今後検討が加えられ、その結果に基づき所要の措置が講ぜられるものとする。
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5 用語解説

あ ○意思決定支援（P155等）

　認知症や障害などで判断能力が不十分な人について、本人らしい生活を実現す

るため、必要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなどして、本人が自

ら意思決定するために必要な支援をすることです。

か ○虐待防止ネットワーク支援会議（P173）

　高齢者虐待や障害者虐待の処遇困難ケースについて、行政関係者、居宅介護

支援事業者、介護サービス事業者、障害福祉サービス事業者等で構成する会議

に、状況に応じて弁護士等のスーパーバイザーの助言を得ながら介入・支援策の

検討を行います。

○権利擁護支援（P158）

　認知症や障害などで判断能力が不十分な人について、個人としての権利を擁護

し、本人らしい生活を実現するために必要な支援をすることです。

○後見制度支援信託（P156）

　被後見人の財産を適切に管理するため、被後見人の財産のうち、日常的な支

払に必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を

信託銀行等に信託する仕組みです。信託財産の払い戻し等には家庭裁判所の指

示書が必要です。

○後見報酬（P162）

　成年後見制度を利用した場合、後見人等に支払われる報酬です。後見人等が

家庭裁判所に報酬付与の申立を行い、家庭裁判所がその後見事務内容や被後

見人等の財産を総合的に考慮し、相当と判断した額が被後見人等の財産から支

払われます。

さ ○サービス調整会議（P173）

　介護保険法や障害者総合支援法にかかる居宅サービスのケアプラン作成に当

たり、ケアマネジャーやコーディネーターを中心として、利用者に関わる医療・保

健・福祉などのサービス提供者を集め、利用者のサービス提供について話し合い、

調整を行います。
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さ ○障害者自立支援連絡協議会（P173）

　地域における相談支援事業をはじめとする障害者福祉に関するシステムづくり

に関し中核的な役割を果たす協議の場です。

○市民後見人（P165等）

　自治体等が行う養成研修を受講するなどして成年後見人等として必要な知識を

得た一般市民のうち、家庭裁判所から成年後見人等に選任されたものです。

○親族後見人（P163等）

　本人の配偶者、親、子、兄弟姉妹その他親族が家庭裁判所から成年後見人

等に選任されたものです。

○専門職後見人（P171）

　家庭裁判所から成年後見人等に選任された法律や福祉の専門職。弁護士、司

法書士、社会福祉士、税理士、行政書士、精神保健福祉士等です。

た ○地域ケア会議（P173）

　各区の地域包括ケアシステム構築の推進母体として、高齢者への適切な支援

を図るために必要な検討を行うとともに、高齢者が地域において自立した日常生

活を営むために必要な支援体制に関する検討を行います。個別ケース検討会議

では、サービス担当者会議等で解決困難な個別ケース事例を多職種で検討し、

地域支援ネットワークの構築、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、

地域課題の把握等を行います。

な ○日常生活自立支援事業（P170）

　知的障害者、精神障害者、認知症高齢者などの判断能力が不十分な人が、地

域で安心した生活が送れるように、本人との契約に基づき金銭管理や財産保全、

福祉サービス利用契約の援助を行います。名古屋市では、障害者・高齢者権利

擁護センター南部・北部・東部事務所において実施しています。

は ○法人後見（P158等）

　社会福祉法人や社団法人、ＮＰＯ法人などの法人が家庭裁判所から成年後見

人等に選任され、後見業務を行うことです。長期間の継続支援、チーム対応によ

る複合的課題への対応などのメリットがあります。
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